
項番 サービス種類 変更点
既存事業所の

取扱い

1

A2：横浜市訪問介護相当
サービス
A6：横浜市通所介護相当
サービス

「その他該当する体制等」欄の
「高齢者虐待防止措置実施の有無」
「１：減算型」
「２：基準型」
を新設

2
A6：横浜市通所介護相当
サービス

「その他該当する体制等」欄の
「業務継続計画策定の有無」
「１：減算型」
「２：基準型」
を新設

3
A2：横浜市訪問介護相当
サービス

「その他該当する体制等」欄の
「口腔連携強化加算」
「１：なし」
「２：あり」
を新設

新たな届出がない場合は「１：なし」とみなす。

4
A6：横浜市通所介護相当
サービス

「その他該当する体制等」欄の
「選択的サービス複数実施加算」
を
「一体的サービス提供加算」
に名称変更

令和６年３月末時点で当該加算を算定している全ての事
業所は、新しい要件に即して、算定もしくは、取り下げ
の届出が必要です。

項番 サービス種類 変更点
既存事業所の

取扱い

「既存のサービス事業所の届出留意事項（令和６年４月）」

新たな届出がない場合は「１：減算型」とみなす。
※この届出については、電子申請システムで受け付けて
おります。
【横浜市電子申請・届出システム】
令和６年度介護報酬改定に伴う基準型及び減算型の適
用にかかる届出（業務継続計画策定、高齢者虐待防止措
置実施）

「既存のサービス事業所の届出留意事項（令和６年６月）」

既存届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は
「１：なし」とみなす。

※処遇改善加算等については「令和６年度介護職員処
遇改善加算等について」のページをご覧ください。

「その他該当する体制等」欄の
「介護職員処遇改善加算」 を
「介護職員等処遇改善加算」 に名称変更し
「１：なし」
「６：加算Ⅰ」
「５：加算Ⅱ」
「２：加算Ⅲ」
を
「１：なし」
「７：加算Ⅰ」
「８：加算Ⅱ」
「９：加算Ⅲ」
「Ａ：加算Ⅳ」
「Ｂ：加算Ⅴ(１)」
「Ｃ：加算Ⅴ(２)」
「Ｄ：加算Ⅴ(３)」
「Ｅ：加算Ⅴ(４)」
「Ｆ：加算Ⅴ(５)」
「Ｇ：加算Ⅴ(６)」
「Ｈ：加算Ⅴ(７)」
「Ｊ：加算Ⅴ(８)」
「Ｋ：加算Ⅴ(９)」
「Ｌ：加算Ⅴ(１０)」
「Ｍ：加算Ⅴ(１１)」
「Ｎ：加算Ⅴ(１２)」
「Ｐ：加算Ⅴ(１３)」
「Ｒ：加算Ⅴ(１４)」
に変更

A2：横浜市訪問介護相当
サービス

A6：横浜市通所介護相当
サービス

1

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4cfd3048-565f-46ea-9195-72999de6177a/start
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/3kasan/shogu/keikakur6.html
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